
次年度以降の協議会体制について

現在の協議会構成等 令和８年度以降の協議会構成等

<協議会委員>

1

<協議会委員>

№ 所属 人数

1 公益社団法人 調布市医師会 ２人以内

2 一般社団法人 調布市歯科医師会 １人

3 一般社団法人 調布市薬剤師会 １人

4 学識経験者（公衆衛生専門事業） ５人以内

5 東京都多摩府中保健所職員 １人

6 市民 ２人

7 市職員 １人

令和８年３月 健康づくり推進協議会

条例で定める者のうちから市長が委嘱又は任命する委員１５人以内で組織

<委員名簿>

※健康づくりに関する全般を協議
※15人の過半数の出席により協議会の開催が可能
※委員任期は２年間

条例で定める者のうちから市長が委嘱又は任命する委員13人以内で組織

<委員構成>

※母子保健事業全般の点検・評価は「子ども子育て会議」で実施，母子保健の各健診・
相談の専門的な検討は，都度，個別に医師会・歯科医師会と協議

※13人の過半数の出席により協議会の開催が可能

条例改正

№ 所属 人数

1 公益社団法人 調布市医師会 ３人以内

2 一般社団法人 調布市歯科医師会 ２人以内

3 一般社団法人 調布市薬剤師会 ２人以内

4 学識経験者（公衆衛生専門事業） ５人以内

5 東京都多摩府中保健所職員 １人

６ 市職員 ２人以内

市民委員の公募

<応募方法>

市報ちょうふ４月５日号の全戸配布とあわせて公募を開始（募集期間：４月４日～４月１５日）

<選考方法>
申込書の持参時における人物面接，申請書のアンケート内容，年齢層で決定
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年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度
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布
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基本計画

健康づくりプラン

健康づくり
推進協議会

がん検診体制
あり方検討会

各種
がん検診等

医師会

次年度以降の協議会体制について

第４期がん対策推進基本計画（令和５～１０年度）

計画（第二次改訂)

前期基本計画 （令和５～８年度）

第3次計画 第４次計画(令和７～11年度)

提言書説明

がん対策推進計画（第三次改訂) （令和６～１０年度）

協議・検討

諮問・検討
（年６回開催予定）

2

後期（令和９～12年度）

検討スケジュールイメージ
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提言内容の
具体化検討
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第四次
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【市
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協議会答申
を踏まえた
各がん検診
等の見直し

検討の
進め方
協議

○ 国の指針に基づく５がんの検診 ※胃・子宮頸部・乳房・肺・大腸

従来の対象・区分で継続（～令和９年度末）

○５がん検診以外の各種検診・検査 ※胃がんリスク検査・前立腺

従来の対象・区分で継続しつつ，見直し時期の前倒しも含め検討

実施方法などの協議・調整，会員への周知

市民への周知

市議会への情報提供（提言書・検討状況等）

令和８年３月 健康づくり推進協議会 資料〇


